
黒尾先生！！
【Twitterお取引と法律】

最終回最強キャラ・未成年！？
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お取引する時には
未成年だと不利…？？？
逆だよ逆！真逆だぞ！
未成年こそ最強キャラだ

黒尾

ロクでもないオトナも
世の中いっぱいいるのに
未成年というだけで
最初からお取引を
拒否られてるなんて… 赤葦

Me Seinen の俺にも
わかるように
説明お願い致します
(英語赤点にもわかるように)

赤葦



【未成年者取消権とは】
『未成年だから』『親がダメって言ったから』と
お取引を最初からなかったことにできる権利

未成年とお取引(契約)した相手方としては、恐ろしくてたまんねぇ…
コッチに債務不履行(約束違反)とかの不手際がなくても
いきなりアッチから『白紙』を突き付けられちまうんだからな
まさに…『最恐』キャラなんだよ

未成年最強の必殺技…それが、全てを無に帰す『取消権』だ

これ、未成年者を詐欺等から守る規定だと、よく聞きますが…
フツーのお取引も最初から『なかったこと』にされる可能性が
なきにしもあらず…ってことにもなりますよね？

※債務不履行について→ 第8回参照



言いにくいことを
全部北さんが…

気に入らへん相手やったり
気ぃ変わってもうたら
取消権使ぅたらえぇんやな♪

…とか、思うてへんやろな？

『お取引』は社会に出る前に
『契約』や『法的責任』を学ぶ
またとない絶好の機会や
親御さんの同意を得た上で
しっかり練習＆楽しめばエェ

法律家のオコゴトよりも 北さんのお説教
『ちゃんと』した北さんは
法律の世界でも最強…これが全てだ

権利と義務は抱き合わせやで
未成年のケツ拭く係は
親御さん…逃がさへんで

グッズ集めを愉しんだり
取消権を行使するんは
誰しもが『自由』な権利や
でも、義務を果たさんなら…
フツーの親やったら
子の自由を制限するやろうな

『お取引』程度のお約束すら
ちゃんと完遂できんようなら
一般社会や会社組織では…
言わんでも、わかる歳やろ？

あ、これだけは言うとくけど…
『おこづかい』の範囲内やったら
さすがに取消できへんで

※権利と義務→ 第1回参照

垢消してゼロからやり直せるんは
SNSの狭っっっい世界ぐらいやで

義務を果たさんかった時
失うのは『信頼と信用』…
なんぼ金や年月を積んでも
簡単に取り返せるもんやない

…オトナやったら尚更な 完



【補講】
2022年4月1日より成年年齢が『18歳以上』になります
これの賛否はいろいろありますが…いかがですか、黒尾先生？

あえて科学的な事実のみに着目して決めるなら
脳の前頭葉が完成すると言われている…『25歳以上』とか？

成人は何歳から…？

お取引でよく見かける『25↑』『30↑』の自己申告は
『安心な(安定した)お取引相手』の『めやす』のひとつとして
お取引件数やFF数よりも、むしろ『わかりやすい』かもな～
ま、年齢関係なく『お人柄』は日々の(感情が見える)ツイで…な？

思考や創造といった知能、感情のコントロール(理性)等
社会活動を行う基盤となる、判断力や人格に関わるのが前頭葉…
俗っぽく言えば『若気の至り』が笑い話になる頃、でしょうか


